
教育委員会（第３回）定例会 

令和  ８年  ３月２７日（金） 

９時００分～１０時３０分 

次 第 

１ 開会 

２ 議案 

第８号議案  公印を押印する文書の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則 

第９号議案  久留米市北野生涯学習センター及び久留米市三潴生涯学習センター 

並びに附帯施設の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則 

第１０号議案 久留米市スポーツ推進計画の策定について 

第１１号議案 久留米市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則の一部を改正する規則 

第１２号議案 久留米市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

第１３号議案 第５次久留米市子どもの読書活動推進計画の策定について 

第１４号議案 令和８年度久留米市教育委員会事務局等職員の人事異動の臨時代理に 

ついて 当日配布 

第１５号議案 令和８年度久留米市立学校教職員の人事異動内申の臨時代理について 

非公開 当日配布 

３ 報告事項 

（１） 教育委員会後援事業等に関する報告

（２） 令和８年第１回（３月）久留米市議会一般質問回答要旨

（３） 久留米市小中一貫教育に関する方針案の策定状況について

（４） 市立高校の部活動における物損事故について

（５） 久留米市文化財保存活用地域計画の中間見直しについて

  ４ その他 

  ５ 今後のスケジュール 

６ 閉会 





議案８－１ 

第８号議案  

 

公印を押印する文書の見直しに伴う関係規則の整備に関する  

規則  

 

 上記の議案を提出する。  

  令和８年３月２７日  

    教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

 公印を押印する文書の見直しに伴い、関係規則の一部を改正しよ

うとするものである。  

 

 

 

  

 

 



議案８－２ 

   公印を押印する文書の見直しに伴う関係規則の整備に関する  

規則  

 

（久留米市体育施設条例施行規則等の一部改正）  

第１条  次に掲げる規則の規定中「印」を削る。  

 (1) 久留米市体育施設条例施行規則（昭和４１年久留米市教育委員

会規則第１号）第２号様式  

(2) 久留米市城島ふれあい広場条例施行規則（平成１７年久留米市

教育委員会規則第９号）第２号様式  

 (3) 久留米市城島トレーニングセンター条例施行規則（平成１７年

久留米市教育委員会規則第１０号）第２号様式  

 (4) 久留米市三潴Ｂ＆Ｇ海洋センター条例施行規則（平成１７年久

留米市教育委員会規則第１１号）第２号様式  

（久留米市生涯学習センター規則等の一部改正）  

第２条  次に掲げる規則の規定中「印」を削る。  

(1) 久留米市生涯学習センター規則（平成１３年久留米市教育委員

会規則第２号）第２号様式及び第４号様式  

(2) 久留米市城島総合文化センター条例施行規則（平成１７年久留

米市教育委員会規則第３４号）第２号様式、第４号様式及び第５

号様式  

(3) 久留米市田主丸複合文化施設条例施行規則（平成１７年久留米

市教育委員会規則第４０号）第２号様式、第４号様式及び第６号

様式  

(4) 久留米市野中生涯学習センターの管理及び運営に関する規則（

平成３１年久留米市教育委員会規則第１号）第２号様式  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  



議案８－３ 

２  この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現

に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。  





議案８－資料１ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 （事務の委任等） 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限

に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる

ことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することがで

きない。 

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関する

こと。 

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関す

ること。 

四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

の任免その他の人事に関すること。 

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委

任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に

報告しなければならない。 

４ 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事

務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教

育機関の職員（以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。）

に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。 





議案９－１ 

第９号議案

久留米市北野生涯学習センター及び久留米市三潴生涯学習セン

ター並びに附帯施設の管理及び運営に関する規則の一部を改正

する規則

上記の議案を提出する。

  令和８年３月２７日

 教育長  井  上 謙 介

提案理由

 生涯学習センターへの Web 予約導入に伴い、現在使用している様

式を、システム出力の様式に改正するもの。あわせて、久留米市文

書規程（令和２年久留米市規程第１０号）の一部改正に伴い、公印

の押印を省略するため、本規則の第３号様式及び第４号様式を改正

するものである。  



議案９－２ 

久留米市北野生涯学習センター及び久留米市三潴生涯学習センター並び

に附帯施設の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則  

久留米市北野生涯学習センター及び久留米市三潴生涯学習センター並

びに附帯施設の管理及び運営に関する規則（平成２７年久留米市教育委

員会規則第１号）の一部を次のように改正する。  

第３条の表中「１２月３１日までの日及び１月２日から」を「翌年」

に、「をいう」を「（法に規定する休日を除く。）をいう」に改める。

第４条第１項中「規定により使用」を削り、「久留米市生涯学習セン

ター使用（使用変更）許可申請書」を「（使用許可・使用変更）申請

書」に、「を教育委員会に提出」を「により教育委員会に申請」に改め、

同条第２項及び第３項中「申請」を「規定による申請」に改める。  

第５条中「前条の」の次に「規定による」を加え、「久留米市生涯学

習センター使用（使用変更）許可書」を「（使用許可・使用変更許可）

書」に改め、「第４号様式）」の次に「以下「使用等許可書」という。

）」を加える。  

第６条中「の使用許可」を「の許可」に、「使用許可書等」を「使用

等許可書」に改める。  

第７条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第４号中「前各号

」を「前２号」に改め、同号を同条第３号とする。  

第１号様式及び第３号様式を次のように改める。



議案９－３ 



議案９－４ 



議案９－５ 

第４号様式中「印」を削る。

第５号様式中「使用（使用変更）許可書」を「使用等許可書」に改め

る。  

 附  則  

（施行期日）

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。

（経過措置）  

２  この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現

に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。





議案９－資料１ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 （事務の委任等） 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限

に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる

ことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することがで

きない。 

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関する

こと。 

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関す

ること。 

四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

の任免その他の人事に関すること。 

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委

任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に

報告しなければならない。 

４ 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事

務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教

育機関の職員（以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。）

に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。 





議案１０－１ 

第１０号議案

久留米市スポーツ推進計画の策定について

上記の議案を提出する。

  令和８年３月２７日

 教育長  井  上 謙 介

提案理由

 令和２年３月に策定した久留米市スポーツ推進計画について、令和７

年度に計画の終期を迎えるにあたり、令和８年度から令和１２年度まで

の次期計画として策定しようとするものである。  

議案資料 別冊





議案１０－資料１ 

「久留米市スポーツ推進計画(原案)[令和 8年度～令和 12年度]」

に対するパブリック・コメントの結果について 

令和８年１月６日（火）から令和８年２月４日（水）までの期間で、久留米市

スポーツ推進計画（原案）［令和８年度～令和 12年度］についてパブリック・コ

メントを実施し、市民の皆様へ意見を募集いたしました。

その結果及び意見をまとめましたので、ご報告いたします。

１．募集結果 

人数・団体数（意見提出方法） 意見の件数 

個人２名（電子申請）・２団体（電子申請、メール） ２１ 

２．意見の内訳 

区  分 件  数 

意見の趣旨に基づいて原案を修正するもの ２ 

意見の趣旨が原案に記載されているもの ５ 

意見に対して原案を修正しないもの １４ 

３．意見の概要及びそれに対する市の考え方 

別紙のとおり 



久
留
米
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
(
原
案
)
[
令
和
8
年
度
～
令
和
1
2
年
度
]
に
対
す
る
意
見
の
概
要
及
び
市
の
考
え
方

№
原
案
頁

章
項
目

意
見
の
概
要

対
応
区
分

対
応
の
考
え
方

1
全
体

－
－

　
令
和
２
年
度
か
ら
令
和
７
年
度
ま
で
の
市
ス
ポ
ー
ツ
推

進
計
画
を
受
け
て
の
新
た
な
計
画
は
、
国
や
県
の
計
画
等

を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
の
作
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
大

変
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
。
国
も
ス
ポ
ー
ツ
推
進
を

幅
広
く
多
角
的
、
多
面
的
に
と
ら
え
て
い
る
と
感
じ
ら
れ

る
。
特
に
、
新
た
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
「
あ
つ
ま
る
・
つ

な
が
る
」
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
ス
ポ
ー
ツ
・
運
動
を
し

て
こ
な
か
っ
た
人
た
ち
へ
の
き
っ
か
け
づ
く
り
に
な
る
も

の
と
期
待
で
き
る
。

原
案
ど
お
り

　
こ
れ
ま
で
の
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
に
基
づ
く

施
策
に
お
い
て
も
、
若
者
世
代
や
現
役
世
代
の
ス

ポ
ー
ツ
実
施
率
向
上
が
課
題
で
あ
る
た
め
、
「
あ

つ
ま
る
・
つ
な
が
る
」
と
い
う
ス
ポ
ー
ツ
の
機
能

が
ス
ポ
ー
ツ
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
な
る
よ
う
な

施
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

2
全
体

－
－

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
・
体
づ
く
り
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の

連
携
・
融
合
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
。

原
案
ど
お
り

　
連
携
を
図
る
こ
と
で
相
乗
効
果
を
生
み
出
せ
る

よ
う
、
施
策
実
施
を
工
夫
し
て
ま
い
り
ま
す
。

3
全
体

－
－

　
行
政
間
だ
け
で
な
く
横
の
つ
な
が
り
を
強
化
し
て
い
く

た
め
に
、
本
来
の
「
ス
ポ
ー
ツ
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
」
ま
た

は
「
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
連
絡
協
議
会
」
を
核

と
し
た
ス
ポ
ー
ツ
や
健
康
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
構
築
が
必
要

だ
と
思
う
。

原
案
ど
お
り

　
関
係
部
局
同
士
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関

係
団
体
等
と
も
連
携
し
な
が
ら
、
各
施
策
を
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。

4
全
体

－
－

　
全
体
を
通
し
て
、
各
項
目
に
あ
る
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
の

部
分
を
削
除
し
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
推
進
す
る
の

か
、
啓
発
す
る
の
か
、
充
実
を
図
る
の
か
、
環
境
を
整
え

る
の
か
、
計
画
内
容
の
明
記
を
求
め
る
。

原
案
に
記
載
あ

り

　
原
案
p3
1に

記
載
の
と
お
り
、
施
策
を
推
進
す
る

た
め
、
市
・
市
ス
ポ
ー
ツ
と
学
び
の
財
団
・
国
・

福
岡
県
・
市
民
・
地
域
・
学
校
・
各
種
ス
ポ
ー
ツ

団
体
が
、
相
互
連
携
を
図
り
な
が
ら
計
画
の
推
進

に
取
り
組
み
ま
す
。

別
紙

議案１０－資料２ 



№
原
案
頁

章
項
目

意
見
の
概
要

対
応
区
分

対
応
の
考
え
方

5
p2
1

Ⅱ
章

５
．
施
策
の
体

系

　
「
施
策
の
主
な
視
点
」
に
追
加
を
お
願
い
し
た
い
。

　
「
(1
)ス

ポ
ー
ツ
機
会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化
」
の
④

に
「
あ
つ
ま
る
」
、
⑥
に
「
す
る
」
を
追
加
す
る
。

原
案
を
修
正

　
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
修
正
し
ま

す
。

【
修
正
前
】

(1
)の

④
「
中
学
校
部
活
動
の
地
域
展
開
」
の
施
策

の
主
な
視
点
…
す
る
･さ

さ
え
る
･つ

な
が
る

(1
)の

⑥
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
共
生
社
会
の
実

現
」
の
施
策
の
主
な
視
点
…
さ
さ
え
る
･あ

つ
ま

る
･つ

な
が
る

【
修
正
後
】

(1
)の

④
「
中
学
校
部
活
動
の
地
域
展
開
」
の
施
策

の
主
な
視
点
…
す
る
･さ

さ
え
る
･
あ
つ
ま
る
･つ

な
が
る

(1
)の

⑥
「
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
共
生
社
会
の
実

現
」
の
施
策
の
主
な
視
点
…
す
る
･さ

さ
え
る
･あ

つ
ま
る
･つ

な
が
る

6
p2
2

Ⅱ
章

(1
)ス

ポ
ー
ツ
機

会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化

　
健
常
者
や
障
害
の
あ
る
方
が
、
一
緒
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽

し
め
る
よ
う
な
計
画
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

原
案
に
記
載
あ

り

　
原
案
に
記
載
の
と
お
り
、
年
齢
や
性
別
、
障
害

の
有
無
等
に
関
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
が
ス

ポ
ー
ツ
に
親
し
み
楽
し
め
る
よ
う
、
各
種
ス
ポ
ー

ツ
団
体
と
連
携
し
た
市
民
参
加
型
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ

ン
ト
や
教
室
等
を
開
催
し
、
ま
た
、
そ
の
内
容
の

充
実
を
図
り
ま
す
。

議案１０－資料３ 



№
原
案
頁

章
項
目

意
見
の
概
要

対
応
区
分

対
応
の
考
え
方

7
p2
2

Ⅱ
章

(1
)ス

ポ
ー
ツ
機

会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化

●
子
ど
も
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進

身
近
な
地
域
で
の
ス
ポ
ー
ツ
や
運
動
を
行
え
る
場
所
と

機
会
を
提
供
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
、

（
ア
）
公
共
施
設
や
学
校
施
設
の
開
放
を
市
内
全
体
で
調

整
・
管
理
し
、
自
由
に
活
動
で
き
る
時
間
と
教
室
や
サ
ー

ク
ル
活
動
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
。
そ

の
た
め
に
情
報
発
信
が
不
可
欠
で
あ
る
。

（
イ
）
身
近
な
公
園
の
整
備
を
行
い
、
公
園
で
も
子
ど
も

た
ち
が
伸
び
伸
び
と
活
動
で
き
る
場
所
に
整
備
し
て
い

く
。
そ
の
た
め
に
利
用
時
間
の
区
分
け
、
見
守
り
隊
の
配

置
、
子
ど
も
た
ち
で
の
運
営
参
加
を
行
っ
て
い
く
。

原
案
ど
お
り

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

施
策
に
取
り
組
む
上
で
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

8
p2
2

Ⅱ
章

(1
)ス

ポ
ー
ツ
機

会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化

●
学
校
体
育
及
び
部
活
動
の
充
実

学
校
体
育
へ
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
に
行
く
（
総
合
型
地
域

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
で
の
実
績
あ
り
）
。
ま
た
は
昼
休
み
等

に
場
の
提
供
を
行
っ
て
い
く
。
部
活
動
は
「
ゆ
る
ブ
カ

ツ
」
的
な
活
動
を
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
が
主

体
と
な
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
自
由
に
参
加
で
き
る
環
境
づ

く
り
を
行
う
と
と
も
に
、
小
学
生
か
ら
高
校
生
、
将
来
的

に
は
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
が
自
由
に
参
加
で
き
る
環
境

づ
く
り
を
目
指
し
て
い
く
。

原
案
ど
お
り

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

施
策
に
取
り
組
む
上
で
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

9
p2
3

Ⅱ
章

(1
)ス

ポ
ー
ツ
機

会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化

　
運
動
し
な
い
人
の
た
め
に
気
軽
に
運
動
で
き
る
機
会
を

増
や
し
て
欲
し
い
。
計
画
案
に
あ
る
よ
う
に
気
軽
に
運
動

で
き
る
機
会
に
力
を
入
れ
て
欲
し
い
。

原
案
に
記
載
あ

り

　
原
案
に
記
載
の
と
お
り
、
若
者
世
代
や
現
役
世

代
で
仕
事
や
家
事
、
子
育
て
等
で
忙
し
い
世
代
の

運
動
機
会
の
充
実
を
図
る
た
め
、
ス
ポ
ー
ツ
関
係

団
体
等
と
連
携
し
各
種
ス
ポ
ー
ツ
教
室
や
体
験
会

等
を
開
催
し
ま
す
。
ま
た
、
託
児
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
な
ど
子
育
て
中
の
人
も
参
加
し
や
す
い
環
境
を

整
え
ま
す
。

10
p2
3

Ⅱ
章

(1
)ス

ポ
ー
ツ
機

会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化

●
若
者
世
代
や
現
役
世
代
の
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

月
１
回
程
度
～
２
週
間
に
１
回
程
度
の
活
動
機
会
の
提

供
を
行
っ
て
い
く
。
教
室
形
式
だ
け
で
な
く
自
由
参
加
の

サ
ー
ク
ル
活
動
を
行
っ
て
い
く
。
託
児
だ
け
で
な
く
互
い

に
見
守
り
な
が
ら
活
動
で
き
る
場
づ
く
り
。
駐
車
場
問
題

も
考
慮
し
な
が
ら
場
の
設
定
を
し
て
い
き
た
い
。

原
案
ど
お
り

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

施
策
に
取
り
組
む
上
で
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

議案１０－資料４ 



№
原
案
頁

章
項
目

意
見
の
概
要

対
応
区
分

対
応
の
考
え
方

11
p2
3

Ⅱ
章

(1
)ス

ポ
ー
ツ
機

会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化

●
高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

「
お
手
軽
に
誰
も
が
自
由
に
」
参
加
で
き
る
環
境
を
つ

く
る
。
市
か
ら
「
ス
ポ
ー
ツ
体
験
券
」
な
ど
の
チ
ケ
ッ
ト

発
行
や
お
手
紙
作
戦
な
ど
も
効
果
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

原
案
ど
お
り

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

施
策
に
取
り
組
む
上
で
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

12
p2
3

Ⅱ
章

(1
)ス

ポ
ー
ツ
機

会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化

●
高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

「
地
域
お
助
け
隊
」
を
設
立
し
、
地
域
の
困
り
ご
と
の

手
伝
い
を
し
に
行
く
男
性
を
中
心
と
し
た
チ
ー
ム
を
つ
く

り
活
動
を
し
て
い
た
だ
く
。
ス
ポ
ー
ツ
や
健
康
づ
く
り
が

苦
手
な
男
性
高
齢
者
に
は
「
働
く
」
「
お
手
伝
い
」
の
方

が
入
り
や
す
く
精
神
的
に
も
充
実
で
き
る
も
の
と
考
え

る
。

原
案
ど
お
り

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

施
策
に
取
り
組
む
上
で
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

13
p2
3

Ⅱ
章

(1
)ス

ポ
ー
ツ
機

会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化

●
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
促
進

誰
も
が
参
加
で
き
る
環
境
が
望
ま
し
い
…
障
害
の
内
容

に
よ
り
な
か
な
か
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
も
の
で
あ
る
が
、
障

害
者
ば
か
り
の
活
動
の
場
に
健
常
者
が
参
加
す
る
と
い
う

考
え
方
を
少
し
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。

原
案
ど
お
り

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

施
策
に
取
り
組
む
上
で
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

14
p2
4

Ⅱ
章

(1
)ス

ポ
ー
ツ
機

会
の
充
実
･活

動
の
活
性
化

　
計
画
案
に
あ
っ
た
よ
う
に
ア
プ
リ
な
ど
を
使
っ
て
、
ス

ポ
ー
ツ
を
し
て
い
く
と
ポ
イ
ン
ト
が
溜
ま
る
な
ど
と
言
っ

た
よ
う
な
達
成
感
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
企
画
が
あ
る
と
楽

し
く
参
入
し
や
す
い
な
と
感
じ
る
。

原
案
ど
お
り

　
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
[令

和
2年

度
～
令
和
7年

度
]に

お
け
る
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
を
活
用

し
た
健
康
づ
く
り
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
今
後
も

継
続
し
て
実
施
し
て
い
き
ま
す
。

15
p2
6

Ⅱ
章

(2
)ス

ポ
ー
ツ
環

境
基
盤
の
充
実

　
体
育
施
設
に
つ
い
て
、
誰
も
が
利
用
し
や
す
い
方
法
を

検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

原
案
ど
お
り

　
施
設
の
利
用
方
法
等
、
丁
寧
な
広
報
周
知
に
努

め
て
い
き
ま
す
。

16
p2
7

Ⅱ
章

(2
)ス

ポ
ー
ツ
環

境
基
盤
の
充
実

　
公
園
整
備
の
と
こ
ろ
は
、
今
あ
る
公
園
や
広
場
だ
け
で

な
く
、
空
き
地
や
小
中
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
視
野
に
入

れ
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
横
の
連
携
が
な

い
と
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
調
整
を
行
う
こ
と
も
含
め
て

「
ス
ポ
ー
ツ
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
や
「
ス
ポ
ー
ツ
健
康
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
」
が
必
要
だ
と
考
え
る
。

原
案
ど
お
り

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

施
策
に
取
り
組
む
上
で
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
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№
原
案
頁

章
項
目

意
見
の
概
要

対
応
区
分

対
応
の
考
え
方

17
p2
7

Ⅱ
章

(2
)ス

ポ
ー
ツ
環

境
基
盤
の
充
実

●
身
近
な
運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

「
ス
ポ
ー
ツ
施
設
に
限
ら
ず
・
・
・
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー

ス
、
」
の
あ
と
に
「
高
齢
者
が
集
う
い
き
い
き
サ
ロ
ン
な

ど
で
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
な
ど
、
」
を
追
加
。

原
案
を
修
正

　
ご
意
見
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に
修
正
し
ま

す
。

【
修
正
前
】
p2
4

⑤
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
健
康
増
進

保
健
所
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

や
ラ
ジ
オ
体
操
等
手
軽
に
行
え
る
ス
ポ
ー
ツ
を
推

進
す
る
こ
と
で
、
市
民
の
健
康
増
進
を
図
り
ま

す
。

●
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
運
動
の
推
進

「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
だ
れ
で
も
」
手
軽

に
行
え
る
健
康
づ
く
り
で
あ
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や

サ
イ
ク
リ
ン
グ
、
ラ
ジ
オ
体
操
等
の
運
動
を
地
域

と
の
連
携
に
よ
り
推
進
し
ま
す
。

【
修
正
後
】

⑤
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
健
康
増
進

保
健
所
等
と
連
携
し
な
が
ら
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

や
ラ
ジ
オ
体
操
、
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
等
手
軽
に
行

え
る
ス
ポ
ー
ツ
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
市
民
の
健

康
増
進
を
図
り
ま
す
。

●
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
運
動
の
推
進

「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
だ
れ
で
も
」
手
軽

に
行
え
る
健
康
づ
く
り
で
あ
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や

サ
イ
ク
リ
ン
グ
、
ラ
ジ
オ
体
操
、
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー

ツ
等
の
運
動
を
地
域
と
の
連
携
に
よ
り
推
進
し
ま

す
。

議案１０－資料６ 



№
原
案
頁

章
項
目

意
見
の
概
要

対
応
区
分

対
応
の
考
え
方

18
p2
7

Ⅱ
章

(2
)ス

ポ
ー
ツ
環

境
基
盤
の
充
実

　
市
内
に
「
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

（
仮
称
）
」
の
人
材
を
５
～
８
人
配
置
し
、
市
よ
り
権
限

を
い
た
だ
き
全
体
を
見
渡
す
活
動
を
推
進
し
て
い
く
。
ま

た
、
各
地
（
校
区
）
の
活
動
を
調
査
し
た
り
、
ア
ド
バ
イ

ス
し
た
り
し
て
い
く
。
こ
の
中
に
は
若
者
も
参
加
し
て
い

も
ら
う
。
ス
ポ
ー
ツ
も
健
康
も
身
体
活
動
も
多
く
の
市
民

が
健
康
で
豊
か
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
構
築
で
き
る
よ
う

広
い
目
で
見
な
が
ら
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

原
案
ど
お
り

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

施
策
に
取
り
組
む
上
で
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

19
p2
8

Ⅱ
章

(2
)ス

ポ
ー
ツ
環

境
基
盤
の
充
実

　
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
こ
と
が
か
な
り
挙
げ

ら
れ
大
変
う
れ
し
い
限
り
だ
が
、
こ
れ
を
現
実
的
に
行
っ

て
い
く
た
め
に
新
た
な
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
設

立
か
既
存
の
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
拡
大
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
か
と
思
う
。
校
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
や

自
治
会
等
の
軋
轢
が
予
想
さ
れ
る
が
、
広
い
視
野
で
の
多

世
代
支
援
と
地
域
住
民
へ
の
サ
ポ
ー
ト
と
捉
え
て
い
た
だ

き
た
い
。
ま
た
高
齢
者
・
高
齢
化
問
題
を
解
決
す
る
手
段

で
も
あ
る
か
と
考
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
若
者
も
も
う
少
し

関
わ
り
や
す
く
な
る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
「
行
政
と

地
域
の
融
合
を
さ
ら
に
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
さ
せ
た
い
と
考
え

る
。
」

原
案
ど
お
り

　
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
ス
ポ
ー
ツ
推
進

施
策
に
取
り
組
む
上
で
の
参
考
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

20
p2
9

Ⅱ
章

(3
)ス

ポ
ー
ツ
を

活
か
し
た
地
域

活
性
化

①
大
規
模
大
会
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
誘
致
に

よ
る
地
域
活
性
化

　
世
界
大
会
や
全
国
規
模
の
大
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る

が
、
広
報
活
動
が
弱
い
た
め
市
民
全
体
に
広
ま
っ
て
い
な

い
。
広
報
や
周
知
の
方
法
に
つ
い
て
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
広
報
く
る
め
、
ラ
イ
ン
で
は
閲
覧
す
る
人
が
限
ら
れ

て
い
る
。
広
く
周
知
を
す
る
た
め
に
、
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ

シ
な
ど
興
味
が
な
く
て
も
目
に
留
ま
る
よ
う
な
従
来
の
方

法
や
検
討
す
る
べ
き
。

原
案
に
記
載
あ

り

　
原
案
p3
0に

記
載
の
と
お
り
、
年
代
を
問
わ
ず
あ

ら
ゆ
る
市
民
が
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
こ
と
が
で
き

る
機
会
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
必
要
な
人
へ
必
要

な
情
報
が
届
く
よ
う
、
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
等
を

含
め
様
々
な
広
報
媒
体
を
活
用
し
、
情
報
発
信
を

強
化
し
ま
す
。
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21
p3
0

Ⅱ
章

(4
)ス

ポ
ー
ツ
に

関
す
る
情
報
発

信
の
充
実

　
発
信
活
動
な
ど
を
SN
Sで

行
い
、
久
留
米
の
運
動
で
き
る

施
設
や
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
を
宣
伝
し
た
り
す
る
発
信
を
す
る

な
ど
で
、
様
々
な
方
に
届
く
よ
う
に
し
て
欲
し
い
。
ス

ポ
ー
ツ
し
て
い
る
人
だ
け
で
な
く
し
て
い
な
い
人
の
た
め

に
も
、
気
軽
に
で
き
る
運
動
や
筋
ト
レ
を
も
っ
と
広
め
て

欲
し
い
。
基
礎
能
力
を
鍛
え
る
こ
と
で
、
も
っ
と
ス
ポ
ー

ツ
に
も
参
入
し
や
す
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

原
案
に
記
載
あ

り

　
原
案
に
記
載
の
と
お
り
、
年
代
を
問
わ
ず
あ
ら

ゆ
る
市
民
が
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る

機
会
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
必
要
な
人
へ
必
要
な

情
報
が
届
く
よ
う
、
情
報
発
信
を
強
化
し
ま
す
。

原
案
を
修
正

2
原
案
に
記
載
あ
り

5
原
案
ど
お
り

1
4

計
2
1

議案１０－資料８ 



議案１０－資料９ 

○スポーツ基本法（抜粋）

（平成二十三年六月二十四日） 

（法律第七十八号） 

第百七十七回通常国会 

菅（直人）内閣 

改正 平成二四年八月二二日法律第六七号 

同二六年六月二〇日法律第七六号 

同二八年五月二〇日法律第四七号 

同三〇年六月二〇日法律第五六号 

同三〇年六月二〇日法律第五七号 

令和七年六月二〇日法律第七一号 

（地方スポーツ推進計画） 

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第一項

の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務（学校における体育に関

する事務を除く。）を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（以下「特定

地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、単独で又は共同して、スポーツ

基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画（以下「地

方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 地方スポーツ推進計画は、スポーツに関連する他の計画と一体のものとして定める

ことができる。 

３ 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようとす

るときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければな

らない。 

（平二六法七六・令七法七一・一部改正） 





議案１１－１ 

第１１号議案

久留米市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則の一部を改正

する規則  

上記の議案を提出する。

令和８年３月２７日

教育長  井  上 謙 介

提案理由

公印を押印する文書の見直しに伴い、規則の一部を改正しようとする

ものである。あわせて館外利用停止措置規定の適用条文の見直し及び別

表に規定する館外貸出対象視聴覚機材等を現在の所有状況に照らして見

直すほか、条文の文言を整理しようとするものである。  



議案１１－２ 

久留米市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則の一部を改正

する規則  

 久留米市視聴覚ライブラリー設置条例施行規則（昭和５３年久留米市

教育委員会規則第１２号）の一部を次のように改正する。  

 第５条第２項中「休館」を「休館し、」に、「において」を「におい

て、」に改める。  

 第６条第２項中「前項の申込」を「、視聴覚施設の利用又は許可した

事項の変更」に改め、同条第３項ただし書中「この」を「、この」に改

める。  

第７条第２項中「、通勤し」を「通勤し」に改め、同条第４項を削る。 

 第８条第２項中「あつた」を「あった」に、「訂正又は再交付を受け

なければ」を「、委員会に届け出なければ」に改める。  

第９条第２項中「及び１６ミリフイルムの利用」を削る。  

第１１条中「又は機材等」を「又は視聴覚機材等」に、「第５条第４

項に規定する教材」を「第６条第４項に規定する視聴覚機材等」に改め

る。  

 第１２条第１項第２号中「著しく大きな音及び」を「騒音、」に改め、 

同項第４号中「、」を削る。  

 第１３条中「第７条第３項及び第９条」を「第６条第３項、第８条第

３項、第１０条又は第１１条」に改める。  

第１６条第４項中「き損した」を「毀損した」に改める。

 別表団体利用の項中「、８ミリ映写機」を削り、「Ｖ・Ｔ・Ｒ、カラ

ーカメラ」を「プロジェクター、アンプ、ライト」に改め、「１６ミリ

映画フイルム、８ミリ映画フイルム、」及び「、録音教材、録画教材」

を削り、同表個人利用の項中「８ミリ映画フイルム、」及び「、録音教

材、録画教材」を削る。  

第１号様式中「あて」を「宛て」に改める。  

第２号様式中「殿」を「様」に改め、「印」を削る。



議案１１－３ 

第３号様式中「あて」を「宛て」に改める。

第７号様式中「もち」を「持ち」に、「あつた」を「あった」に、「取

扱つて」を「取り扱って」に、「持つた」を「持った」に、「こわした

り」を「壊したり」に、「なくした」を「無くした」に改める。  

第８号様式中「あて」を「宛て」に、「視聴覚機材等利用申込書」を

「視聴覚機材等利用報告書」に改める。

第９号様式中「久留米市長  あて」を「久留米市教育委員会教育長  宛

て」に改める。  

第１０号様式中「あて」を「宛て」に改める。

附  則

 （施行期日）  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。

 （経過措置）  

２  この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による書類で現

に使用されているものは、この規則による改正後の様式によるものと

みなす。  

３  この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現

に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。  





久
留
米
市
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
設
置
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
５
３
年
教
育
委
員
会
規
則
規
則
第
１
２
号
）
新
旧
対
照
表

 

現
行

 
改
正
後
（
案
）

 

○
久
留
米
市
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
設
置
条
例
施
行
規
則

○
久
留
米
市
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
設
置
条
例
施
行
規
則

昭
和
５
３
年
９
月
２
０
日

 
昭
和
５
３
年
９
月
２
０
日

 

久
留
米
市
教
育
委
員
会
規
則
第
１
２
号

 
久
留
米
市
教
育
委
員
会
規
則
第
１
２
号

 

改
正
 
昭
和
５
４
年
３
月
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号

 
改
正
 
昭
和
５
４
年
３
月
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号

 

昭
和
５
７
年
４
月
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
２
号

 
昭
和
５
７
年
４
月
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
２
号

 

平
成
元
年
４
月
２
６
日
教
育
委
員
会
規
則
第
４
号

 
平
成
元
年
４
月
２
６
日
教
育
委
員
会
規
則
第
４
号

 

平
成
２
年
３
月
３
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 
平
成
２
年
３
月
３
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 

平
成
５
年
３
月
２
６
日
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 
平
成
５
年
３
月
２
６
日
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 

平
成
６
年
９
月
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
８
号

 
平
成
６
年
９
月
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
８
号

 

平
成
８
年
３
月
２
６
日
教
育
委
員
会
規
則
第
２
号

 
平
成
８
年
３
月
２
６
日
教
育
委
員
会
規
則
第
２
号

 

平
成
１
１
年
３
月
３
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号

 
平
成
１
１
年
３
月
３
１
日
教
育
委
員
会
規
則
第
５
号

 

平
成
１
５
年
６
月
２
５
日
教
育
委
員
会
規
則
第
４
号

 
平
成
１
５
年
６
月
２
５
日
教
育
委
員
会
規
則
第
４
号

 

平
成
１
７
年
１
月
２
５
日
教
育
委
員
会
規
則
第
１
３
号

 
平
成
１
７
年
１
月
２
５
日
教
育
委
員
会
規
則
第
１
３
号

 

平
成
１
８
年
３
月
２
０
日
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 
平
成
１
８
年
３
月
２
０
日
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 

平
成
２
１
年
２
月
２
４
日
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 
平
成
２
１
年
２
月
２
４
日
教
育
委
員
会
規
則
第
３
号

 

（
中
略
）

 
（
中
略
）

 

 
（
休
館
日
）

 
 
（
休
館
日
）

 

第
５
条
 
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
第
５
条

 
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

議案１１－資料１ 



(
1
)

月
曜
日
（
そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１

７
８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
場
合
は
除
く
。
）

 

(
1
)

月
曜
日
（
そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２
３
年
法
律
第
１

７
８
号
）
に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
場
合
は
除
く
。
）

 

(
2
)

年
末
年
始
（
１
２
月
２
８
日
か
ら
１
月
４
日
ま
で
の
日
）

(
2
)

年
末
年
始
（
１
２
月
２
８
日
か
ら
１
月
４
日
ま
で
の
日
）

(
3
)

館
内
整
理
日
（
毎
月
第
４
木
曜
日
）

(
3
)

館
内
整
理
日
（
毎
月
第
４
木
曜
日
）

(
4
)

特
別
整
理
期
間

(
4
)

特
別
整
理
期
間

２
 
館
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
教
育
長
の
承
認
を
得
て
臨
時
に
休
館
又
は
開
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め

そ
の
日
時
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
館
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
教
育
長
の
承
認
を
得
て
臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
あ
ら

か
じ
め
そ
の
日
時
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
第
１
項
第
４
号
の
期
間
を
定
め
る
場
合
に
準
用
す
る
。

 
３

 
前
項
後
段
の
規
定
は
、
第
１
項
第
４
号
の
期
間
を
定
め
る
場
合
に
準
用
す
る
。

 

 
（
許
可
の
申
請
）

 
 
（
許
可
の
申
請
）

 

第
６
条
 
視
聴
覚
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
本
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
許

可
を
受
け
、
当
該
許
可
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
視
聴
覚

施
設
利
用
（
利
用
変
更
）
許
可
申
込
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
、
委
員
会
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
６
条

 
視
聴
覚
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
本
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
許

可
を
受
け
、
当
該
許
可
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
視
聴
覚

施
設
利
用
（
利
用
変
更
）
許
可
申
込
書
（
第
１
号
様
式
）
に
よ
り
、
委
員
会
の
許

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
委
員
会
は
前
項
の
申
込
を
許
可
し
た
と
き
は
、
施
設
利
用
（
利
用
変
更
）
許
可

書
（
第
２
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

 

２
 
委
員
会
は
、
視
聴
覚
施
設
の
利
用
又
は
許
可
し
た
事
項
の
変
更
を
許
可
し
た
と

き
は
、
施
設
利
用
（
利
用
変
更
）
許
可
書
（
第
２
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

 

３
 
視
聴
覚
機
材
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
視
聴
覚
機
材
等
利
用
申
込
書

（
第
３
号
様
式
）
に
よ
り
、
委
員
会
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
館
内
で
の
利
用
の
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

３
 
視
聴
覚
機
材
等
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
視
聴
覚
機
材
等
利
用
申
込
書

（
第
３
号
様
式
）
に
よ
り
、
委
員
会
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
館
内
で
の
利
用
の
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

４
 
視
聴
覚
機
材
等
の
う
ち
、
レ
コ
ー
ド
又
は
語
学
演
習
教
材
を
利
用
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
レ
コ
ー
ド
鑑
賞
利
用
票
（
第
４
号
様
式
）
又
は
語
学
演
習
教
材
利
用

４
 
視
聴
覚
機
材
等
の
う
ち
、
レ
コ
ー
ド
又
は
語
学
演
習
教
材
を
利
用
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
レ
コ
ー
ド
鑑
賞
利
用
票
（
第
４
号
様
式
）
又
は
語
学
演
習
教
材
利
用

議案１１－資料２ 



票
（
第
５
号
様
式
）
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
票
（
第
５
号
様
式
）
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
登
録
申
込
等
）

 
（
登
録
申
込
等
）

 

第
７
条
 
視
聴
覚
機
材
等
を
館
外
で
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
視
聴
覚
機
材
等
館

外
利
用
登
録
票
（
第
６
号
様
式
及
び
第
６
号
様
式
の
２
）
に
所
要
事
項
を
記
入

し
、
身
分
又
は
住
所
を
証
明
す
る
も
の
を
提
出
し
て
、
登
録
の
申
込
み
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
７
条

 
視
聴
覚
機
材
等
を
館
外
で
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
視
聴
覚
機
材
等
館

外
利
用
登
録
票
（
第
６
号
様
式
及
び
第
６
号
様
式
の
２
）
に
所
要
事
項
を
記
入

し
、
身
分
又
は
住
所
を
証
明
す
る
も
の
を
提
出
し
て
、
登
録
の
申
込
み
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
登
録
申
込
み
が
で
き
る
者
は
、
市
内
に
居
住
し
、
又
は
、
通
勤
し
、
若

し
く
は
通
学
し
て
い
る
者
と
す
る
。

 

２
 
前
項
の
登
録
申
込
み
が
で
き
る
者
は
、
市
内
に
居
住
し
、
又
は
通
勤
し
、
若
し

く
は
通
学
し
て
い
る
者
と
す
る
。

 

３
 
委
員
会
が
適
当
と
認
め
て
前
項
の
登
録
が
完
了
し
た
者
に
は
、
登
録
カ
ー
ド

（
第
７
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

 

３
 
委
員
会
が
適
当
と
認
め
て
前
項
の
登
録
が
完
了
し
た
者
に
は
、
登
録
カ
ー
ド

（
第
７
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。

 

４
 
前
項
に
規
定
す
る
者
の
視
聴
覚
機
材
等
の
館
外
利
用
に
つ
い
て
は
、
第
５
条
第

３
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

（
削
除
）

 

（
登
録
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
等
）

 
（
登
録
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
等
）

 

第
８
条
 
登
録
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
、
交
付
の
日
か
ら
５
年
間
と
す
る
。

 
第
８
条

 
登
録
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
、
交
付
の
日
か
ら
５
年
間
と
す
る
。

 

２
 
登
録
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
、
又
は
紛
失
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
訂
正
又
は
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
登
録
カ
ー
ド
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
紛
失
し
た
と
き
は
、

速
や
か
に
委
員
会
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
登
録
カ
ー
ド
は
、
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
不
正
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 
３

 
登
録
カ
ー
ド
は
、
他
人
に
譲
渡
し
、
又
は
不
正
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
視
聴
覚
機
材
等
の
館
外
利
用
）

 
（
視
聴
覚
機
材
等
の
館
外
利
用
）

 

第
９
条
 
視
聴
覚
機
材
等
の
館
外
利
用
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
よ
り
、
同
表
右
欄
の
視
聴
覚
機
材
等
に
つ
い
て
館
外
利
用
に
供
す
る
も
の
と
す

る
。

 

第
９
条

 
視
聴
覚
機
材
等
の
館
外
利
用
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
区
分

に
よ
り
、
同
表
右
欄
の
視
聴
覚
機
材
等
に
つ
い
て
館
外
利
用
に
供
す
る
も
の
と
す

る
。
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２
 
１
６
ミ
リ
映
写
機
の
操
作
及
び
１
６
ミ
リ
フ
イ
ル
ム
の
利
用
は
、
１
６
ミ
リ
映

写
機
操
作
認
定
証
を
持
つ
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
１
６
ミ
リ
映
写
機
の
操
作
は
、
１
６
ミ
リ
映
写
機
操
作
認
定
証
を
持
つ
者
が
行

う
も
の
と
す
る
。

 

（
館
外
利
用
期
間
）

 
（
館
外
利
用
期
間
）

 

第
１
０
条

 
視
聴
覚
機
材
等
の
館
外
利
用
期
間
は
、
８
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、

委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

第
１
０
条

 
視
聴
覚
機
材
等
の
館
外
利
用
期
間
は
、
８
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、

委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
利
用
報
告
）

 
（
利
用
報
告
）

 

第
１
１
条

 
視
聴
覚
施
設
又
は
機
材
等
を
利
用
し
た
者
は
、
第
５
条
第
４
項
に
規
定
す

る
教
材
を
除
き
、
利
用
後
、
速
や
か
に
視
聴
覚
機
材
等
利
用
報
告
書
（
第
８
号
様
式
）

を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
１
１
条

 
視
聴
覚
施
設
又
は
視
聴
覚
機
材
等
を
利
用
し
た
者
は
、
第
６
条
第
４
項

に
規
定
す
る
視
聴
覚
機
材
等
を
除
き
、
利
用
後
、
速
や
か
に
視
聴
覚
機
材
等
利
用
報

告
書
（
第
８
号
様
式
）
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
館
内
の
秩
序
）

 
（
館
内
の
秩
序
）

 

第
１
２
条

 
入
館
者
は
、
次
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
第
１
２
条

 
入
館
者
は
、
次
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)

所
定
の
場
所
以
外
で
、
視
聴
覚
機
材
等
を
利
用
し
な
い
こ
と
。

(
1
)

所
定
の
場
所
以
外
で
、
視
聴
覚
機
材
等
を
利
用
し
な
い
こ
と
。

(
2
)

著
し
く
大
き
な
音
及
び
雑
談
等
に
よ
り
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ

と
。

 

(
2
)

騒
音
、
雑
談
等
に
よ
り
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ
と
。

(
3
)

所
定
の
場
所
以
外
で
喫
煙
及
び
飲
食
等
を
し
な
い
こ
と
。

(
3
)

所
定
の
場
所
以
外
で
喫
煙
及
び
飲
食
等
を
し
な
い
こ
と
。

(
4
)

そ
の
他
、
利
用
者
の
迷
惑
と
な
る
一
切
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

(
4
)

そ
の
他
、
利
用
者
の
迷
惑
と
な
る
一
切
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

２
 
委
員
会
は
前
項
の
規
定
を
守
ら
な
い
者
に
対
し
て
は
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
利
用

を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
委
員
会
は
前
項
の
規
定
を
守
ら
な
い
者
に
対
し
て
は
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
利
用

を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
館
外
利
用
の
停
止
等
）

 
（
館
外
利
用
の
停
止
等
）

 

第
１
３
条

 
第
７
条
第
３
項
及
び
第
９
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
委

員
会
は
、
一
定
期
間
館
外
利
用
を
停
止
し
、
又
は
登
録
カ
ー
ド
を
無
効
と
し
、
若

第
１
３
条

 
第
６
条
第
３
項
、
第
８
条
第
３
項
、
第
１
０
条
又
は
第
１
１
条
の
規
定

に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
は
、
委
員
会
は
、
一
定
期
間
館
外
利
用
を
停
止
し
、
又
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し
く
は
登
録
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
し
な
い
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
は
登
録
カ
ー
ド
を
無
効
と
し
、
若
し
く
は
登
録
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
し
な
い
等
の

措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
中
略
）

 
（
中
略
）

 

（
資
料
の
寄
託
）

 
（
資
料
の
寄
託
）

 

第
１
６
条

 
資
料
を
寄
託
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
視
聴
覚
資
料
寄
託
申
込
書
（
第
１

０
号
様
式
）
に
所
要
事
項
を
記
入
し
、
目
録
を
添
え
て
委
員
会
の
承
認
を
得
る
も

の
と
す
る
。

 

第
１
６
条

 
資
料
を
寄
託
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
視
聴
覚
資
料
寄
託
申
込
書
（
第
１

０
号
様
式
）
に
所
要
事
項
を
記
入
し
、
目
録
を
添
え
て
委
員
会
の
承
認
を
得
る
も

の
と
す
る
。

 

２
 
委
員
会
は
、
資
料
の
寄
託
者
に
視
聴
覚
資
料
寄
託
証
（
第
１
１
号
様
式
）
を
交

付
す
る
。

 

２
 
委
員
会
は
、
資
料
の
寄
託
者
に
視
聴
覚
資
料
寄
託
証
（
第
１
１
号
様
式
）
を
交

付
す
る
。

 

３
 
委
員
会
は
、
資
料
の
寄
託
を
受
け
た
と
き
は
、
他
の
資
料
と
同
様
の
取
扱
い
に

よ
り
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
委
員
会
は
、
資
料
の
寄
託
を
受
け
た
と
き
は
、
他
の
資
料
と
同
様
の
取
扱
い
に

よ
り
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
寄
託
資
料
が
天
災
そ
の
他
避
け
ら
れ
な
い
事
由
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
き
損
し

た
場
合
は
、
委
員
会
は
、
そ
の
責
を
負
わ
な
い
。

 

４
 
寄
託
資
料
が
天
災
そ
の
他
避
け
ら
れ
な
い
事
由
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
毀
損
し

た
場
合
は
、
委
員
会
は
、
そ
の
責
を
負
わ
な
い
。

 

５
 
委
員
会
は
、
寄
託
者
か
ら
寄
託
資
料
の
返
還
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
寄
託
資
料
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

 

５
 
委
員
会
は
、
寄
託
者
か
ら
寄
託
資
料
の
返
還
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
速
や

か
に
寄
託
資
料
を
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
補
則
）

 
（
補
則
）

 

第
１
７
条

 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

 
第
１
７
条

 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

 

（
中
略
）

 
（
中
略
）

 

 
 
附

 
則
（
令
和

 
年

 
 
月
 

 
日
教
育
委
員
会
規
則
第

 
 
号
）

 

 
 
（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
書
類
で
現

に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

 

３
 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
現

に
残
存
す
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
修
正
の
上
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

別
表
（
第
９
条
関
係
）

 

区
分

 
視
聴
覚
機
材
等

 

団
体
利
用

 
１
６
ミ
リ
映
写
機
、
８
ミ
リ
映
写
機
、
ス
ラ
イ
ド
映
写

機
、
O
・
H
・
P
、

V
・
T
・
R
、
カ
ラ
ー
カ
メ
ラ

 

ス
ク
リ
ー
ン

１
６
ミ
リ
映
画
フ
イ
ル
ム
、
８
ミ
リ
映
画
フ
イ
ル
ム
、
ス

ラ
イ
ド
フ
イ
ル
ム
、
録
音
教
材
、
録
画
教
材
、
T
・
P
教
材

個
人
利
用

 
８
ミ
リ
映
画
フ
イ
ル
ム
、
ス
ラ
イ
ド
フ
イ
ル
ム
、
録
音
教

材
、
録
画
教
材
、

T
・

P
教
材

 

別
表
（
第
９
条
関
係
）

 

区
分

 
視
聴
覚
機
材
等

 

団
体
利
用

 
１
６
ミ
リ
映
写
機
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
、
ア
ン
プ
、
ラ
イ

ト
、
ス
ラ
イ
ド
映
写
機
、

O
・

H
・

P
、

ス
ク
リ
ー
ン

ス
ラ
イ
ド
フ
イ
ル
ム
、

T
・
P
教
材

個
人
利
用

 
ス
ラ
イ
ド
フ
イ
ル
ム
、

T
・
P
教
材
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議案１１－資料７ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 （事務の委任等） 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限

に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる

ことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することがで

きない。 

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関する

こと。 

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関す

ること。 

四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

の任免その他の人事に関すること。 

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委

任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に

報告しなければならない。 

４ 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事

務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教

育機関の職員（以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。）

に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。 





議案１２－１ 

第１２号議案

久留米市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則

上記の議案を提出する。

  令和８年３月２７日

 教育長  井  上 謙 介

提案理由

 公印を押印する文書の見直しに伴い、規則の一部を改正するほか、条

文の文言を整理しようとするものである。  



議案１２－２ 

久留米市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則

久留米市立図書館条例施行規則（平成１７年久留米市教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。  

第４条第２項中「において」を「において、」に改める。

第５条第２項第２号中「久留米広域市町村圏事務組合」を「久留米広

域連携中枢都市圏」に改め、「又は町」の次に「（以下「構成市町」と

いう。）」を加える。  

第５条の２第２号中「久留米広域連携中枢都市圏を構成する市又は町

（以下「」及び「」という。）」を削る。

第８条中「の各号」を削る。

第１０条第２項第１号中「第３１条各号」を「第３１条第１項各号」

に改める。  

第１５条第２項中「前項の申請」を「会議室の利用」に改める。

第１９条中「第６条第２項」を「、第６条第２項」に改める。  

第７号様式中「印」を削る。  

附  則

（施行期日）  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。

 （経過措置）  

２  この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現

に残存するものは、当分の間、適宜修正の上使用することができる。



久
留
米
市
立
図
書
館
条
例
施
行
規
則
（
平
成
１
７
年
久
留
米
市
教
育
委
員
会
規
則
第
１
号
）
新
旧
対
照
表

 

現
行

 
改
正
後
（
案
）

 

（
休
館
日
）

 
（
休
館
日
）

 

第
４
条
 
（
略
）

 
第
４
条

 
（
略
）

 

２
 
中
央
図
書
館
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
教
育
長
の
承
認
を
得
て
臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
久
留
米
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
日
時
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
中
央
図
書
館
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
教
育
長
の
承
認
を
得
て
臨
時
に
休
館
し
、
又
は
開
館
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
久
留
米
市
教
育
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い

う
。
）
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
日
時
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

 

３
 
（
略
）

 
３

 
（
略
）

 

（
利
用
の
登
録
）

 
（
利
用
の
登
録
）

 

第
５
条
 
（
略
）

 
第
５
条

 
（
略
）

 

２
 
前
項
の
登
録
申
込
み
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

と
す
る
。

 

２
 
前
項
の
登
録
申
込
み
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

と
す
る
。

 

(
1
)

（
略
）

(
1
)

（
略
）

(
2
)

久
留
米
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
を
構
成
す
る
市
又
は
町

に
居
住
す
る
者

 

(
2
)

久
留
米
広
域
連
携
中
枢
都
市
圏
を
構
成
す
る
市
又
は
町
（
以
下
「
構
成
市

町
」
と
い
う
。
）
に
居
住
す
る
者

 

(
3
)
・
(
4)

 
（
略
）

(
3
)
・
(
4)

 
（
略
）

（
電
子
書
籍
）

 
（
電
子
書
籍
）
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第
５
条
の
２

 
 
（
略
）

 
第
５
条
の
２

 
 
（
略
）

 

(
1
)

（
略
）

(
1
)

（
略
）

(
2
)

久
留
米
広
域
連
携
中
枢
都
市
圏
を
構
成
す
る
市
又
は
町
（
以
下
「
構
成
市

町
」
と
い
う
。
）
の
図
書
館
利
用
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
構
成

市
町
に
居
住
し
、
又
は
通
勤
し
、
若
し
く
は
通
学
し
て
い
る
者
（
前
号
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）

 

(
2
)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
構
成
市

町
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
図
書
館
利
用
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
者
の
う
ち
、
構
成

市
町
に
居
住
し
、
又
は
通
勤
し
、
若
し
く
は
通
学
し
て
い
る
者
（
前
号
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）

 

(
3
)

（
略
）

(
3
)

（
略
）

（
館
外
利
用
に
供
し
な
い
資
料
）

 
（
館
外
利
用
に
供
し
な
い
資
料
）

 

第
８
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
料
は
、
館
外
利
用
に
供
し
な
い
。
た
だ
し
、
委
員

会
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

第
８
条

 
次

に
掲
げ
る
資
料
は
、
館
外
利
用
に
供
し
な
い
。
た
だ
し
、
委
員

会
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

(
1
)
・
(
2)

 
（
略
）

(
1
)
・
(
2)

 
（
略
）

（
資
料
の
複
写
）

 
（
資
料
の
複
写
）

 

第
１
０
条

 
（
略
）

 
第
１
０
条

 
（
略
）

 

２
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
資
料
は
、
複
写
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

 

２
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
資
料
は
、
複
写
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

 

(
1
)

著
作
権
法
（
昭
和
４
５
年
法
律
第
４
８
号
）
第
３
１
条
各
号
に
規
定
す
る

場
合
に
該
当
し
な
い
も
の

 

(
1
)

著
作
権
法
（
昭
和
４
５
年
法
律
第
４
８
号
）
第
３
１
条
第
１
項
各
号
に
規

定
す
る
場
合
に
該
当
し
な
い
も
の

 

(
2
)
・
(
3)

 
（
略
）

(
2
)
・
(
3)

 
（
略
）
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（
会
議
室
の
利
用
の
手
続
）

 
（
会
議
室
の
利
用
の
手
続
）

 

第
１
５
条

 
（
略
）

 
第
１
５
条

 
（
略
）

 

２
 
委
員
会
は
、
前
項
の
申
請
を
許
可
し
た
と
き
は
、
会
議
室
利
用
（
利
用
変
更
）

許
可
書
（
第
７
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。
許
可
し
た
事
項
の
変
更
を
許
可
す
る
場

合
も
、
同
様
と
す
る
。

 

２
 
委
員
会
は
、
会
議
室
の
利
用
を
許
可
し
た
と
き
は
、
会
議
室
利
用
（
利
用
変

更
）
許
可
書
（
第
７
号
様
式
）
を
交
付
す
る
。
許
可
し
た
事
項
の
変
更
を
許
可
す

る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

 

（
館
外
利
用
の
停
止
等
）

 
（
館
外
利
用
の
停
止
等
）

 

第
１
９
条

 
委
員
会
は
第
６
条
第
２
項
、
第
７
条
及
び
第
１
３
条
の
規
定
に
違
反
し

た
者
に
対
し
て
は
、
一
定
期
間
館
外
利
用
を
停
止
し
、
又
は
利
用
カ
ー
ド
を
無
効

と
し
、
若
し
く
は
利
用
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
し
な
い
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

第
１
９
条

 
委
員
会
は
、
第
６
条
第
２
項
、
第
７
条
及
び
第
１
３
条
の
規
定
に
違
反

し
た
者
に
対
し
て
は
、
一
定
期
間
館
外
利
用
を
停
止
し
、
又
は
利
用
カ
ー
ド
を
無

効
と
し
、
若
し
く
は
利
用
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
し
な
い
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

（
以
下
略
）

 
（
以
下
略
）

 

 
 
附

 
則
（
令
和

 
年

 
 
月
 

 
日
教
育
委
員
会
規
則
第

 
 
号
）

 

（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
規
則
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
現

に
残
存
す
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
修
正
の
上
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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議案１２－資料４ 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 （事務の委任等） 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限

に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる

ことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することがで

きない。 

一 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。 

二 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関する

こと。 

三 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関す

ること。 

四 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員

の任免その他の人事に関すること。 

五 次条の規定による点検及び評価に関すること。 

六 第二十七条及び第二十九条に規定する意見の申出に関すること。 

３ 教育長は、教育委員会規則で定めるところにより、第一項の規定により委

任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に

報告しなければならない。 

４ 教育長は、第一項の規定により委任された事務その他その権限に属する事

務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教

育機関の職員（以下この項及び次条第一項において「事務局職員等」という。）

に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。 



議案１３－１ 

第１３号議案

第５次久留米市子どもの読書活動推進計画の策定について

上記の議案を提出する。

令和８年３月２７日

教育長  井  上 謙 介

提案理由

子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第１５４

号）第９条第２項の規定に基づき、令和８年度から令和１２年度まで

の、市における子どもの読書活動の推進に関する計画を定めようとす

るものである。  

議案資料 別冊



 

 

 

 



■
取
組
の
状
況

第
５
次
久
留
米
市
子
ど
も
の
読
書
活
動
推
進
計
画
（
令
和
８
年
度
～
令
和
１
２
年
度
）
【
概
要
版
】
 

    

項
 
目

 
現
状
値
（
令
和

6
年
度
）
 
参

 
考
（
令
和
元
年
度
）
 

１
 
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
参
加
率

 
5

8
.5
％

 
5

4
.7
％

 

２
 
地
域
子
育
て
サ
ロ
ン
で
の
読
み
聞
か
せ
校
区
数

 
2

5
か
所

 
2

4
か
所

 

３
 
団
体
貸
出
を
活
用
し
た
学
童
保
育
所
数

 
4

4
か
所

 
4

4
か
所

 

４
 
学
校
図
書
館
蔵
書
数
（
小
・
中
学
校
合
計
）
 

6
7

8
,4

3
9
冊

 
6

2
8

,7
7

2
冊

 

５
 
学
校
図
書
館
貸
出
冊
数
（
小
・
中
学
校
合
計
）
 

1
,2

8
2

,5
0

6
冊

 

1
人
当
た
り
約

5
3
冊

 

1
,2

1
9

,7
7

6
冊

 

1
人
当
た
り
約

5
0
冊

 

６
 
児
童
図
書
蔵
書
数

 
2

7
7

,6
9

3
冊

 
2

6
0

,8
3

0
冊

 

７
 
児
童
図
書
貸
出
冊
数

 
5

3
2

,5
5

9
冊

 
5

2
1
,5

8
6
冊

 

８
 
図
書
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
数

 
2

1
4
人

 
2

7
9
人

 

■
不
読
率
の
状
況

〇
不
読
率
：1
か
月
に

1
冊
も
本
を
読
ま
な
か
っ
た
人
の
割
合
（R
７
年
度
） 

・小
中
学
生
は
上
昇
（悪
化
）。
目
標
値
を
大
き
く
上
回
っ
て
お
り
、
目
標
達
成
が
で
き
て
い
な
い
。

全
国
平
均
と
比
べ
て
も
高
い
。

・高
校
生
は
微
減
。
全
国
平
均
と
比
べ
る
と
大
幅
に
低
い
。

〇
読
書
量
（R

7
年
度
） 

・小
中
学
生
は
増
加
し
た
が
、
全
国
平
均
と
比
べ
る
と
少
な
い
。

・高
校
生
は
減
少
し
た
が
、
全
国
平
均
と
比
べ
る
と
多
い
。

学
校
図
書
館

 

貸
出
冊
数
増

加

児
童
図
書

 

貸
出
冊
数
増

加

に
も
か
か
わ
ら
ず

 

不
読
率
が
悪
化
…

 

◆
分
析
に
よ
る
主
な
課
題
等

〇
「
読
書
を
好
き
」
と
回
答
し
た
子
ど
も
の

減
少

 

〇
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
進
展
に
よ
る
子
ど
も

を
取
り
巻
く
環
境
変
化
の
影
響

 

〇
読
書
に
興
味
・
関
心
を
持
て
る
よ
う
な

取
組
が
子
ど
も
た
ち
に
届
い
て
い
な
い

 

〇
学
校
で
の
読
書
活
動
の
回
数
・
時
間
が

様
々
で
、
時
間
内
に
１
冊
読
み
切
れ
る

と
は
限
ら
な
い

 

第
４
次
計
画
期
間
に
お
け
る
子
ど
も
の
読
書
活
動
に
関
す
る
状
況

 

※
小
学
生
は

4
～

6
年
生

※
不
読
率
・読
書
量
は
、
児
童
・生
徒
、
保
護
者
対
象
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
に
よ
る

※
全
国
平
均
は
「令
和

7
年
第

7
0
回
全
国
学
校
読
書
調
査
」
か
ら
引
用
（主
催

:全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
）

■
読
書
量
の
状
況
（1
か
月
あ
た
り
）

小
学
生

6
.4
冊

6
.1
冊

6
.8
冊

6
.2
冊

8
.6
冊

1
2
.1
冊

中
学
生

2
.2
冊

2
.8
冊

3
.0
冊

3
.4
冊

3
.7
冊

3
.9
冊

高
校
生

1
.7
冊

2
.0
冊

2
.2
冊

2
.1
冊

1
.7
冊

1
.4
冊

R
1
年
度

R
7
年
度

全
国
平
均

（R
7
年
度
）

区
分

H
1
8
年
度
H
2
3
年
度
H
2
8
年
度

小
学
生

3
.1
％

3
.0
％

3
.4
％

6
.0
％

1
1
.5
％

2
.5
％
以
下

9
.6
％

中
学
生

2
6
.5
％

2
3
.5
％

2
0
.2
％

2
0
.3
％

2
7
.5
％
1
5
.0
％
以
下

2
4
.2
％

高
校
生

1
6
.9
％

1
2
.7
％

1
1
.8
％

1
8
.6
％

1
8
.5
％

-
5
5
.7
％

R
1
年
度

R
7
年
度

R
7
年
度

（
目
標
値
）

全
国
平
均

（
R
7
年
度
）

区
分

H
1
8
年
度
H
2
3
年
度
H
2
8
年
度
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目
標

 

子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
段
階
・個
性
に
応
じ
て
、
身
近
な
場
所
で

 

本
と
出
会
い
、
読
書
を
通
し
て
心
豊
か
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
環
境
の
整
備
を
社
会
全
体
で
推
進
し
て
い
く

 

基
本
方
針

 
（１
）家
庭
・地
域
、
学
校
等
、
図
書
館
の
連
携
・協
力
に
よ
る
取
組
の
推
進

（２
）子
ど
も
の
読
書
環
境
の
整
備

（３
）多
様
な
子
ど
も
た
ち
の
読
書
機
会
の
確
保

方
策
の
方
向
性

 
〇
乳
幼
児
に
対
す
る
「語
り
か
け
」「
読
み
聞
か
せ
」の
充
実
、
保
護
者
へ
の
啓
発

 

〇
小
学
生
に
対
す
る
読
書
活
動
の
推
進
、
紙
書
籍
・デ
ジ
タ
ル
情
報
源
か
ら
正
し
い
知
識
を

 

得
る
た
め
の
支
援

 

〇
中
高
生
等
に
対
す
る
読
書
を
通
じ
た
交
流
機
会
の
提
供
、
読
書
活
動
の
支
援

 

各
領
域
に
お
け
る
主
な
施
策
（
4

8
施
策
）
 

１
 
家
庭
・地
域
（１
２
施
策
）
 

〇
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト

 
〇
家
読
の
推
進

 
〇
す
く
す
く
子
育
て
委
員
会
・
地
域
子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
・児
童
セ
ン
タ
ー
等
で
の
読
書
活
動
実
施

 
〇
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
助
成
の

情
報
提
供

 
〇
学
童
保
育
所
・隣
保
館
・校
区
コ
ミ
セ
ン
等
へ
の
読
書
活
動
支
援

 

２
 
保
育
所
・幼
稚
園
等
（
３
施
策
）
 

〇
読
み
聞
か
せ
実
施

 
 

〇
読
書
環
境
の
充
実

 
 

〇
保
護
者
へ
の
働
き
か
け

 

３
 
学
校
（
５
施
策
）
 

〇
読
書
活
動
の
推
進

 
 

〇
読
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
推
進

 

〇
司
書
教
諭
の
配
置
推
進

 

○
学
校
司
書
の
配
置
推
進

〇
学
校
図
書
館
の
整
備

４
 
図
書
館
（２
６
施
策
） 

〇
図
書
館
環
境
の
整
備
充
実

 
〇
児
童
図
書
整
備

 
〇
再
活
用
図
書
配
布

 
〇
お
す
す
め
本
貸
出
セ
ッ
ト
整
備

 
〇
お
は
な
し
会
・ 

資
料
展
示
・
講
演
会
・
子
ど
も
の
本
に
関
す
る
情
報
交
換
事
業
・
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
等
実
施

 
〇
職
員
及
び
読
書
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
派
遣

 

〇
団
体
貸
出
、
特
別
貸
出
、
新
１
年
生
登
録
、
調
べ
も
の
支
援

 
〇
多
様
な
子
ど
も
た
ち
へ
の
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
推
進

 
〇
司
書
配

置
・
人
材
育
成

 
〇
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
・
支
援

 
〇
学
校
図
書
館
と
の
合
同
研
修
会
・
情
報
交
換
会

 
〇
図
書
館
の
仕
事
体
験

 

〇
図
書
館
見
学

 
〇
図
書
館
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
ー
ビ
ス
利
用
促
進

 
〇
読
書
相
談

 
〇
関
連
施
設
と
の
連
携
事
業

 

【新
規
】〇
デ
ジ
タ
ル
環
境
の
整
備
推
進

 
〇
中
高
生
等
の
読
書
啓
発
事
業
の
実
施

 
〇
子
ど
も
の
読
書
情
報
発
信
事
業

 

５
 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（２
施
策
） 

〇
進
行
管
理

 
〇
連
携
協
力

 

図
書
館
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク

 

「
ブ
ッ
ク
ン
」 

第
５
次
子
ど
も
の
読
書
活
動
推
進
計
画
の
概
要

 

効
果
的
な
推
進
の
た
め
に

 

〇
図
書
館
を
中
心
と
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
・充
実

 
〇
司
書
の
人
材
育
成

 
〇
広
域
的
な
行
政
機
関
と
の
連
携

 

〇
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
に
よ
る
取
組
推
進

 
〇
計
画
の
周
知
と
子
ど
も
の
意
見
の
反
映

 〇
目
標
と
す
る
数
値

 

項
目

区
分

現
状
値

令
和
７
年
度

目
標
値

（参
考
）国
の
全
国
平
均

令
和
７
年
度

小
学
生

1
1
.5

%
全
国
平
均
以
下

9
.6

%

中
学
生

2
7

.5
%

全
国
平
均
以
下

2
4

.2
%

不
読
率

議案１３－資料２ 



議案１３－資料３ 

｢子どもの読書活動の推進に関する法律｣ （平成１３年１２月１２日 法律第１５４号） 

（目的） 

第１条 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び

地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必

要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 子ども（おおむね 18歳以下の者をいう。以下同じ）の読書活動は、子どもが、

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く

生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべ

ての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことが

できるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。 

（国の責務） 

第３条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読

書活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第４条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実

情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

（事業者の努力） 

第５条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの

読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるも

のとする。 

（保護者の役割） 

第６条 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化

に積極的な役割を果たすものとする。 

（関係機関等との連携強化） 

第７条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施さ

れるよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な

体制の整備に努めるものとする。 

（子ども読書活動推進基本計画） 

第８条 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進

基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に

報告するとともに、公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 



議案１３－資料４ 
 

（都道府県子ども読書活動推進計画等） 

第９条 都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府

県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子ども

の読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進

計画」という。）を策定するよう努めなければならない。 

２ 市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定

されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計

画）を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を

踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画

（以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければな

らない。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活

動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計

画の変更について準用する。 

（子ども読書の日） 

第１０条 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、

子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。 

２ 子ども読書の日は、４月２３日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努

めなければならない。 

（財政上の措置等） 

第１１条 国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するた

め必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

附則 

 この法律は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


